
大和市告示第５１号 

大和市民営自転車駐車場整備費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成３１年３月２８日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市民営自転車駐車場整備費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市民営自転車駐車場整備費補助金交付要綱（昭和６２年大和市告示第１０４号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中「大和市自転車の放置防止に関する条例」を「大和市自転車等の放置防止に関する条

例」に改め、「対し、」の次に「予算の範囲内で」を加え、「第１２条の規定に基づき」を「に定

めるもののほか」に改める。 

第２条中「該当し」の次に「、」を加え、同条各号列記以外の部分中「等」を「その他の」に改

め、同条第２号中「当該」を削り、「最より」を「最寄り」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

(3) 次のいずれにも該当しない施設であること。 

ア バス事業者、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等がその利用者、従業員等のた 

めに設置し、又は維持管理する施設 

イ 公益財団法人自転車駐車場整備センターの事業に関連して設置され、又は維持管理される 

 施設 

第３条第１項中「の１００分の６０以内で、予算の範囲内」を「に補助率を乗じて得た額で、市

長が必要と認める額」に改め、同項ただし書を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の補助率の上限は、１００分の６０とする。ただし、施設を整備した者が鉄道事業者であ

る場合の補助率の上限は、１００分の３０とする。 

第４条中「補助金の交付を受けようとするもの（以下「補助事業者」という。）」を「申請者」

に改め、同条第１号中「（第１号様式）」を削り、同条第２号及び第４号中「（写）」を「の写

し」に改める。 

第６条中「（第２号様式）」を削り、同条第１号及び第２号中「（写）」を「の写し」に改める。 

第７条中「別表第２に定める期間内における」を「補助事業を完了した会計年度の翌年度から起

算して１０年間は、」に改める。 

第９条第１項中「別表第２に定める期間内に」を「補助事業を完了した会計年度の翌年度から起

算して１０年間に、」に改め、同項第１号中「貸与、交換」を「貸与し、交換し」に改め、同項第



３号中「休止」を「休止し、」に改める。 

第１０条を次のように改める。 

（様式） 

第１０条 この要綱の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

第１０条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

別表第１中「構造」を「補助対象施設の構造」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

 



別表第２（第１０条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 民営自転車駐車場整備概要書 第４条 

第２号様式 民営自転車駐車場整備完了届 第６条 



第１号様式及び第２号様式を削る。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


